
契約職員の給与等の取扱い一覧表

本給
区分

本給決定
支給時期
(*10)

本給の
調整額

退職
手当

管理職
手当

職務付
加手当

教職調
整額

初任給
調整手

当

扶養
手当

特別調
整手当

住居
手当

通勤
手当

特殊勤
務手当

附属学校
教員特別

手当

時間外
勤務手

当

休日
手当

夜勤
手当

宿日直
手当

期末手当 その他

月給 当月 込み 込み 込み 適用 適用 込み 共済
時給 翌月 × × × × × × 社保

病院助教 助教 月給
経験年数及び免許の有無
に応じて固定

当月 込み 込み × 適用 × 込み(*1) 適用 込み 適用 適用 適用 × 適用 適用 × 適用 経験年数に応じて固定(*4) 特別手当 共済

大学院法務研究科みな
し専任教員

教授など 月給 経験年数に応じて固定 当月 込み × × × × × × × × × × × × × × × × 特別手当 非適用

月給 当月 込み 込み 共済
時給 翌月 × × 社保
月給 当月 込み 込み 共済
時給 翌月 × × 社保

特別研究員 特別研究員 月給 固定（研究員１号俸を準用） 当月 × × × × × × × 込み 込み 込み × × 適用 適用 × × 込み 共済
月給 当月 込み 込み 共済
時給 翌月 × × 社保

医科診療医 当月 共済
歯科診療医 翌月 社保(*6)
医科研修医
歯科研修医

病院夜間・休日診療医 夜間・休日診療医 回数 固定 翌月 × × × × × × × × × × × × 適用 適用 × × × 非適用
月給 当月 込み 込み 込み 込み 共済
時給 翌月 × × × × 社保
月給 当月 込み 込み 込み 適用 適用 込み 共済
時給 翌月 × × × × × × 社保

契約専門職員
契約病院専門職員

月給
職務，経験，地域に応じて
固定

当月 × 込み 適用(*2) × × × 適用(*3) 込み 適用(*3) 適用 × × 適用 適用 適用 × 職務，経験，地域に応じて固定(*4) 特別手当 共済

月給 当月 適用(*3) 適用 職務，地域等に応じて固定(*4) 特別手当 共済

時給 翌月 × × × 特別手当 社保

契約病院看護師など 時給 固定 翌月 × × × 込み × 社保
月給 当月 適用(*3) 職務，経験，地域に応じて固定(*4) 共済
時給 翌月 × × 社保

契約薬剤師 ×
契約診療放射線技師など 込み
契約作業療法士など ×
契約歯科衛生士など ×
契約薬剤師 ×
契約診療放射線技師など 込みor×

契約作業療法士など ×
契約歯科衛生士など ×

月給 当月 適用(*3) 経験年数に応じて固定(*4) 共済
時給 翌月 × × 社保

契約環境整備指導員 時給 経験及び地域に応じて固定 翌月 × × × × × × × 込み × 適用 × × 適用 適用 × × × 特別手当 社保
契約環境整備員 時給 固定 翌月 × × × × × × × 込み × 適用 × × 適用 適用 × × × 特別手当 社保

月給 当月 適用(*3) 経験年数に応じて固定(*4) 共済
時給 翌月 × × 社保
月給 当月 経験年数に応じて固定(*4) 共済
時給 翌月 × 社保
月給 当月 適用(*3) 経験年数に応じて固定(*4) 共済
時給 翌月 × × 社保

契約病院医療補助員 月給
所持する資格に応じて固定
(*9)

当月 × × × × × × × 込み × 適用 × × 適用 適用 × × 経験年数に応じて固定(*4) 特別手当 共済

※　表中の語句の意味は次のとおり：適用…支給要件を満たした場合又は実績があった場合に支給するもの。　込み…本給の額を設定する上で，当該手当等の相当額を組み込んであるもの（よって，当該手当は支給対象外）
　＊１　病院助教の本給の額は，医師免許又は歯科医師免許の有無により異なる設定にしている。
　＊２　管理職に相当する契約事務職員には，管理職手当（定額）及び管理職員特別勤務手当を支給する。
　＊３　６０歳超えの契約職員には，再雇用職員との均衡から，扶養手当及び住居手当を支給しない。また，本給，期末手当等も異なる額となる。
　＊４　期末手当の額は固定となるが，期間率の適用を受ける。
　＊５　研修医には研修奨励手当（医科：月100,000円，歯科：月額50,000円）を支給するが，１時間当たりの給与の算出基礎額からは外す。また，出向期間中は支給しない。
　＊６　病院診療医のうち，歯科診療医については，実質週４日勤務のため共済非適用となる。
　＊７　病院研修医については，出向期間中は共済非適用となるため，全期間を通じて社会保険適用とした。
　＊８　契約病院調理師及び契約病院調理員の経験年数については，当該業務に従事した期間以外は算入しない。
　＊９　所持する資格とは，第一種圧力容器取扱作業主任者及び特定化学物質等作業主任者をいう。
　＊10　本給区分が月給である職員のうち，退職共済年金受給者については，本人の同意を得て給与の支給時期を翌月，健康保険を社保とすることができる。

職種区分 職名等

本給関係 手　　　　当　　　　等　　　　関　　　　係
健康保険
(*10)

特任教員・寄附講座等教員
特任教授など
寄附講座教授など

年齢に応じて固定
　（成果重視型年俸制あり）

× × 適用 適用 × 特別手当

研究員 研究員
年齢に応じて固定
　（成果重視型年俸制あり）

× × ×

適用 × × 込み 込み ×

特別手当

教育研究推進員 教育研究推進員
年齢に応じて固定
　（成果重視型年俸制あり）

× × × × × ×

× × 適用 適用 × ×× × × × 込み 込み

教育研究補助職員 教育研究補助職員 年齢に応じて固定 × × ×

× 込み 込み

× × × 込み 込み

適用 × × 特別手当× × 適用

特別手当× × × 込み 適用 ×

特別手当

病院診療医 月給 固定 × 込み × × × ×

× × 適用 適用 × ××

固定 翌月 × 込み

適用 適用 × 適用 固定(*4)

× 適用 ×
研修奨励手
当(*5)

社保(*7)

契約教諭 契約教諭 職務，経験に応じて固定 × ×

× 込み 適用 × 適用 適用× × × × × ×病院研修医 月給

込み 適用 適用 × × 特別手当適用 込み × 込み 込み 適用

適用 × 特別手当

契約事務職員 契約一般職員
契約病院一般職員
契約技術職員

職務，地域等に応じて固定 込みor× × × ×

× × 込み 込み × 適用共同研究講座等教員
共同研究講座教授など
共同研究部門教授など

年齢に応じて固定
　（成果重視型年俸制あり）

× × 適用

× 適用 適用 ×

契約看護職員 × × × × ×

× × × 込み 適用 ×

× ×

× 特別手当
契約看護師 職務，経験，地域に応じて固定 × 込み 適用

× 適用 × 適用 適用 ×

適用 経験年数に応じて固定(*4) 特別手当 共済

時給 経験年数に応じて固定 翌月 × × ×

適用 適用 × 適用 適用 適用× × × 適用(*3) 込み 適用(*3)月給 経験年数に応じて固定

× 特別手当 社保

契約技能職員

契約技能員
契約用務員

地域等に応じて固定 × × × ×

適用 × 適用 適用 × ×× × × 込み × 適用

契約医療職員

当月

× 適用 適用 × × 特別手当× × × 込み 適用 ×

特別手当× × × 込み 適用 ×契約病院調理師 経験に応じて固定(*8) × × × ×

× × × ×

× 適用 適用 × ×

特別手当

契約病院技能員 経験及び地域に応じて固定 × × × × × × ×

× × 適用 適用 × ×× × × 込み × 適用
契約病院調理員
契約病院用務員

経験に応じて固定(*8)

× × 特別手当込み 適用 × × 適用 適用
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